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ご使用水量のお知らせ（検針票）広告募集のご案内（再募集） 

                                                   

平 成 ３０年 ９月 

堺市上下水道局 

 

  堺市上下水道局では、水道メーターの検針時に配布している「ご使用水量のお知らせ」の裏面に掲載する

広告を、平成３０年７月に募集しましたが、応募がなかったため再度募集します。 

 「ご使用水量のお知らせ」は、２か月に一度の水道メーターの検針の際に、使用水量や水道料金等をお知ら

せするもので、市内約３３万件のご家庭、事業者に配布しています。 

ぜひ、会社やお店のＰＲにご利用ください。 

 

１ 申込資格 

市内に事業所、店舗等がある個人、法人又は団体（市内の地域産業、商店街、市場、専門店の連合会、組合

に限る。）で引き続き１年以上営業を行っており、その業務内容が明確な者。 

この広告は、広告主を直接募集するため、広告代理店の方は、申込みできません。また、上下水道局が定め

る広告掲載基準に反する方は、申込みができません。 

 

２ 最低広告料、広告の大きさ等  

最 低 

広 告 料 
５１８,４００円（印刷費用を含む。消費税込み）（１枚につき約０．２６円） 

契約保証金 １６５,０００円（広告掲載契約締結と同時に納付・広告掲載終了後還付） 

募 集 枠 １枠 

広告の大きさ 横 ６.２cm×縦 ８.５cm 

広 告 原 稿 広告主作成 

刷  色 青色単色(現在、検針票で使用中の色) 

紙 質  感熱ロール紙 

掲 載 

必 要 事 項 
広告主の名称（ブランド名でも可）、所在地、連絡先の電話番号 

 

３ 配布方法等 

配 布 先 上下水道局が検針を行っている市内の水道使用者 

配布方法  

検針業務委託業者が２か月に１度、水道メーターの検針を行い、「ご使用水量のお知らせ」を

郵便受け等に投函します。検針区域は、奇数月に行う区域と偶数月に行う区域に分かれてい

ます。 

配布（掲載）

期    間 

平成３０年１２月検針分から１年間（予定） 

（在庫状況等により、配布開始時期及び終了時期が変更になる場合があります。） 

配布回数  同一の水道使用者に対し、期間中 ６回配布 

配布枚数  約３３０，０００枚／ 回 
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４ 広告の掲載位置 

 「ご使用水量のお知らせ」の裏面下部に掲載 

             

   

５ 広告主の決定 

申込者から広告料として提案された金額を比較し、最低広告料以上でかつ、最も高い金額で申し込まれた方

を広告主とします。ただし、上下水道局が定める広告掲載基準により、広告内容等の審査を行いますので、基準

に反する方は、広告主になれません。広告料の提案金額が同額の場合は、抽選により広告主を決定します。 

６ 広告主決定から掲載までの手続き 

(1) 広告主決定後、すべての申込者に決定した広告主の名称及び広告料を電話により連絡し、広告主には、広

告掲載承認通知書、広告掲載契約書及び契約保証金納入通知書をお渡しします。 

(2) 契約保証金を納入後、その領収書と広告掲載契約書を持参してください。広告料の納入通知書をお渡ししま

す。 

(3) 広告掲載の画像データを経理課に提出してください。 

(4) 広告料を納入通知書により広告掲載前の指定された日までに一括で納付してください。 

(5) 校正による広告内容確認後、上下水道局で「ご使用水量のお知らせ」を印刷します。 

(6) 平成３０年１２月検針分から配布予定です。 

７ 申込期間 

平成３０年９月４日(火)から１０日(月) 

午前９時から午後５時３０分(午後０時から０時４５分までを除く。) 

８ 申込方法  

堺市上下水道局印刷物広告掲載申込書（堺市上下水道局ホームページからダウンロード）に必要事項を記入

し、下記書類を添付のうえ、下記申込先まで持参してください。 

(裏面） (表面） 
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(1) 広告料提案書 

(2) 誓約書【暴力団排除に関するもの】 

(3) 申込者の事業（会社）概要【会社のパンフレットでも結構です。形式は問いませんが、会社名、創業年月、所

在地（本社、本店、市内の事業所、店舗等）、業務内容、従業員数は必須です。(補記可）】  

(4) 市内の事業所、店舗等の所在図（住宅地図） 

(5) 個人：住民票の写し【コピー不可、発行後３か月以内のもの】 

法人：現在事項証明書又は履歴事項証明書【コピー不可、発行後３か月以内のもの】  

団体：規約、参加企業・店舗等一覧表の写し 

(6) 広告原稿案 【Ａ４用紙に印刷】 

９ 申込み・お問合せ先 

〒591-8505                                 

  堺市北区百舌鳥梅北町 1丁３９番地２ 上下水道局本庁舎４階  

 堺市上下水道局 経理課 財産活用係 

TEL：072-250-9131   

 
１０ 広告掲載基準の抜粋 

詳しくは、堺市上下水道局ホームページに掲載している「堺市上下水道局広告取扱規程」、「堺市上下水道局

広告取扱要綱」及び「堺市上下水道局印刷物広告掲載取扱要領」をご覧ください。 

【広告主になれない者の例】 

・本市の市税、水道料金又は下水道使用料を滞納している事業者   

・上下水道局の所管事業に関連のある上下水道工事業者又は上下水道関連商品の販売事業者 

ただし、市内に本社、本店を置く上下水道工事業者（そのうち給水装置又は排水設備の工事業者である場合

は、本市が指定する指定給水装置工事事業者又は指定排水設備工事業者）のうち、本市発注の工事、維持管理

業務の履行実積があること等一定の条件を満たす者は掲載可能とします。詳細は、経理課までお問合せくださ

い。 

・暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。）及び暴力団密接関係者（堺市暴力団排除条例（平成２４年条例第３５号）第２条第３号に規定する

暴力団密接関係者をいう。）である事業者 

確認のため、大阪府警察本部に照会する場合があります。 

・民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続き中の事業者 

【掲載できない広告内容等】 

・上下水道局が推奨していると誤解されるおそれのあるもの 

・誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表現 

・責任の所在、内容又は目的が不明確なもの 

・クーポン券、粗品引換券等として利用するもの（個人情報が掲載されているため） 

・墓地、墓石及び葬祭に関するもの（特定の者に配布するため） 

・給排水設備工事、蛇口等の水漏れ、排水のつまり修理、天然水等の水の販売、浄水器の販売、浄化槽工事等 
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ただし、上記下線の事業者については、主な広告内容が給排水設備工事、蛇口等の水漏れ、排水のつまり修

理等である場合は、掲載可能とします。 

１１ 再作成費用の負担 

「ご使用水量のお知らせ」は、数か月分を一度に印刷しますので、掲載期間の途中で広告内容を変更するこ

とは、できません。 

広告主の責任により広告掲載を中止した結果、上下水道局が印刷済みの「ご使用水量のお知らせ」を使用で

きなくなったときは、「ご使用水量のお知らせ」を作成し直す費用を損害賠償金として広告主に負担していただき

ます。 

１２ 契約保証金 

(1) 契約保証金は、契約締結と同時に納付していただきます。 

(2) 契約保証金は、「ご使用水量のお知らせ」を作成し直す費用その他広告主が上下水道局に対して負担する

債務に充当します。 

(3) 契約保証金は、「ご使用水量のお知らせ」の配布が終了し、広告主が上下水道局に対して負担する債務が

ないことを確認した後に、還付します。還付する契約保証金には、利子を付けません。 

(4) 広告主の責任により契約を解除したとき、契約保証金は、上下水道局に帰属します。 

(5) 広告主が上下水道局に対して負担する債務の額が契約保証金の額を超えるときは、広告主に対し、その

超過額を請求します。 

１３ 結果の公表 

     広告主決定後、広告主の名称、所在地、広告料、広告画像を上下水道局のホームページや上下水道局公式

ツイッターで公表予定です。 

１４ 裏面上部の上下水道局広報の内容（予定） 

    


